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１月２６日に控訴審第３回口頭弁論が

開かれました。この日も傍聴席はほぼ満

席でした。ご多忙の中、足を運んで下さ

った皆さまに感謝いたします。 

法廷では、中谷雄二弁護士が第３準備

書面（警備公安警察による法的根拠のな

い個人情報の収集は違憲･違法である）

の要旨を３０分にわたり読み上げました

（→２ﾍﾟｰｼﾞ）。また２月１８日に、こ

の内容を広く理解していくための学習会

を行いました（→２､３ﾍﾟｰｼﾞ）。 

次回の期日には、實原隆志・福岡大学

法学部教授の意見書とそれに付随する準

備書面を提出します。實原意見書では、

まず冒頭で「本件は、直接的には（大垣

警察とシーテック社との）『情報交換』

をめぐる問題であるが、警察による個人

情報の提供・収集・保有が問題となって

いる事例と整理でき、公的機関による情

報の取扱いの違法性を問うものと位置づ

けられる」と、この事件の「大きさ・広

がり」を鮮明にしました。その上で、一

審判決が（提供行為を断罪しながら）情

報収集や保有の違法性を認定しなかった

「甘さ」を批判し、控訴審において十分

に検討されなければならない論点を論理

的に明らかにしています。 

弁護団では、實原意見書でも触れられ

ている市民運動への偏見（「市民運動暴

徒化論」？）につき、主張を深める準備

書面も検討しています。次回もこの訴訟

の核心に迫る口頭弁論となり、今年中に

も大詰めを迎える見通しです。 

 

≪次回口頭弁論のご案内≫ 
日時：４月２０日(木)１４時～ 
場所：名古屋高等裁判所１号法廷 

 

≪次々回口頭弁論≫ 2020年３月１６日（月） 13時30分～ 岐阜地方裁判所 301

号法廷 

≪４/２０の行動予定≫ 
13：20～ 裁判所前集会 
13：35～ 入廷行動 
14：00～ 口頭弁論 
14：50～ 報告集会 
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１ 控訴第３準備書面の概要 

2023 年１月２６日の期日に、控訴第３

準備書面を提出しました。 

この準備書面は、警備公安警察である

大垣警察が原告らの情報を収集する活動

を許容する法律はない、警察法２条１項

は情報収集活動を許容する根拠とはなり

得ない、ということを主張するものです。 

憲法は人権を保障しており、人権は絶対

不可侵ですが、他者の人権との調整を図

る原理である「公共の福祉」による必要

最小限度の制約には服します。公共の福

祉による人権の制約は、主権者である国

民の代表で構成される国会による法律に

よってなされなければなりませんが、警

備公安警察の諸活動を根拠づけるととも

にその限界を画するような法律は存在し

ません。このように、警備公安警察の諸

活動については「規律密度が低い」こと

が問題であり、今日の情報化社会におい

てはプライバシー権が極めて重要となっ

てきていること、そのような状況におけ

る警備公安警察の活動、とりわけ情報収

集活動については許容する余地がないこ

と、近時のいわゆるＧＰＳ捜査に関する

最高裁の違憲判決からも許されないもの

であること、を主張しました。 

岐阜地裁の判決は情報提供行為につい

ては違法と断罪しましたが、情報収集活

動については極めて一般的抽象的な理由

により適法としました。しかし、収集さ

れた情報がなければそもそも提供できま

せん。本件では、警備公安警察が原告ら

の個人情報を継続的に収集し保有してき

たことこそが問題であり、名古屋高裁で

は、この情報収集及び保有について違法

と認めさせることが獲得目標です。した

がって、この控訴第３準備書面は、名古

屋高裁における主張の核心をなすもので

す。その意味で、「もの言う」自由を守

る会としては、ぜひもっと多くの皆さん

にも、この控訴第３準備書面の内容を理

解してもらいたいと思い、控訴第３準備

書面を作成した中谷雄二弁護士にその内

容を講演してもらい、学習する機会を企

画しました。 

 

２ 学習会「みんな見張られている

～公安警察による市民監視は違憲～」 
2023 年２月１８日、名古屋市の特殊陶

業市民会館第１会議室において、学習会

「みんな見張られている～公安警察によ

る市民監視は違憲～」を開催しました。

YouTube 配信も行い、会場と合わせて、

リアルタイムでの参加者は８０名弱。 

まず、山田秀樹

弁護士から開会の

挨拶としてこの学

習会の趣旨を述べ

ました。 

講師の中谷弁護

士は、準備書面の

第３準備書面と２・１８学習会 －弁護士･岡本浩明－ 
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構成に従い、憲法には明文で警察が規定

されていないこと、憲法１２条・１３条

の趣旨からして警察権限は主権者が自ら

権利を守れない場合に限って行使される

べきものであること、そのような観点か

ら自治体警察として位置づけられたもの

の、実際には戦前の特高警察からの流れ

が断絶されず、実質的には国家警察の機

構が残存したこと、とりわけ警備公安警

察においては国家警察の色合いが強いこ

と、行政学者等が警察活動について「規

律密度が低い」ことを繰り返し指摘して

きたこと、そうであるにもかかわらず警

察当局は６０年代・７０年代の安保闘争

の抑え込み等の成功体験からあえて法律

を作らせずに好き放題していること、規

律密度が低い状況で警察が好き放題でき

ていることについては、その都度警察の

活動を合法としてきた司法の責任も重い

こと、裁判所の判断がドイツとは全く異

なっていること、高度の情報化社会の現

在において、「国家からほっておいても

らう権利」たるプライバシー権は極めて

重要な意義を有すること、ムスリムの情

報流出事件からも警備公安警察の情報収

集活動は極めてプライバシー侵害の度合

いが高いこと、最高裁も近時ようやく行

き過ぎた情報収集活動たるＧＰＳ捜査に

ついて違憲としたこと、このようなこと

からして警察法２条１項は警備公安警察

の情報収集活動の根拠とはなり得ず違憲

であること、などをとても分かりやすく、

かつ情熱的に講演してくれました。 

その後、弁護団の “「もの言う」自由

を守る会”

担当とでも

いうべき岡

本が講師に

質問する形

で短い対談

を行いました。質疑応答では、マイナン

バーカードなどの問題点を問う質問も出

たりして、本件に限らず国家が広く国民

の情報を収集し保有しようとしているこ

との危険性を共有できました。 

控訴第３準備書面及び中谷弁護士の講

演を通じて、改めて、《法的根拠のない

情報収集は許さない》《公安警察に法の

網を》という本会のスローガンに確信を

持ちました。 

是非、録画を視聴して下さい。ＰＤＦ資料は画像の下のほうにリンクが張ってあります。 

↓ ＰＣの不調で録画の冒頭がバタついてすみません。８分位から開始しています。 
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控訴審が始まってから、皆様に、名古屋高裁宛の署名をお願いしています。 

１． 岐阜地裁一審判決では、公安警察の情報収集・保有について国賠法上｢違法と

まで言えない｣とした判断は、公安警察による市民への監視行為にお墨付きを与える

もので、到底受け入れられません。控訴審では、法的根拠のない情報収集は違憲・

違法であるとの明確な判断を示して下さい。 

２． 公安警察が、個人情報を収集し、保有している限り、

違法行為が繰り返される危険があります。一審原告らの

個人情報の抹消を命じて下さい。 

この項目の意味を、皆さまに十分にはお伝えできていな

いもどかしさを事務局でも抱えていました。どうかYouTube

をご覧になり、この裁判の意義を一層ご理解下さい。周り

の方に話して下さい。署名の取り組みを一段と強めて下さ

ることをお願いいたします。（学習会を設定して頂ければ

対応します、お申し出下さい）  事務局長・小倉文雄 

2月 11日、日本国民救援会名古屋南支

部総会でお話してきました。 

救援会愛知県

本部の会長が、

金山総合の渥美

弁護士で、救援

会主催だと、ど

こへ行っても大

体知り合いの弁

護士がいるのは

心強いです。と

てもおもしろかったと誉めてくださいま

した。 

名南ふれあい病院のすぐそばに立つ古

いふれあいヴィレヂが会場で、大学時代、

セツルメント活動をしていた弥次ヱ町に

近く、私の生き方の原点がそこにある気

がして楽しかったです。 

また名南病院は、あの大須事件の負傷

者が運び込まれ治療を受けたところとし

て有名なところですし、ある意味市民運

動暴徒化論のもとにもなった大きな事件

の１つに関わる地です。 

市民運動暴徒化論が焦点になっている

ことと、関連してその話もしました。 

原告・船田伸子 

2月１1日、日本国民救援会名古屋南支部総会で 

「もの言う｣自由を守る会                  

会員募集中！  
年会費：個人１０００円、団体３０００円                         

「もの言う」自由
を守る会ＨＰ↓ 

 
《会費・カンパ振込先》 ゆうちょ銀行 

記号番号 00800-0-216504 

加入者名 「もの言う」自由を守る会 

理解を力に！ 拡げてください、高裁宛署名 


